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医療機関等における手指消毒用エタノールの代替品としての 

特定アルコール（高濃度エタノール）の希望調査について 

  

 

衛生主管部局に対しては、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製

品の使用について」（令和２年３月 23 日付厚生労働省医政局経済課ほか事務連絡）によ

り、臨時的・特例的な対応として、医療機関等において、やむを得ない場合に限り、高濃

度エタノール製品を手指消毒用エタノールの代替品として用いることは差し支えないこと

を周知していたところです。 

 

同事務連絡も踏まえ、手指消毒用エタノールの需要を賄うことができない医療機関等に

対しては、都道府県からの要請に基づき、国からアルコール事業法（平成 12 年法律第６

号）に規定する特定アルコールを、手指消毒用エタノールの代替品として無償配布した場

合にどの程度のニーズがあるか、検討したいと考えております。 

 

ついては、別添の摘要を踏まえ、仮に代替品の無償配布があった場合のニーズについ

て、令和２年４月３日（金）中に別紙様式に必要事項を記載の上、ご提出をお願いいたし

ます（詳細は別紙様式）。 

 



なお、提出は、施設及び数量を各都道府県においてとりまとめの上、問い合わせ先に記

載されているメールアドレス宛てに提出いただきますようお願いいたします。 

 

 

（お問い合わせ・別紙様式提出先） 

厚生労働省医薬品等物資班 

Email shoudokuyaku@mhlw.go.jp 

  



別添 

摘要 

 

○ 国から配布された特定アルコールを適切に薄めて使用する場合には、「新型コロナウイ

ルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」（令和２年３月 23 日付

厚生労働省医政局経済課ほか事務連絡）の２．における要件を満たすものとして取り扱

うこと。 

 

○ 配布の対象（要件）については、自施設の責任の下で、手指消毒用として高濃度エタ

ノールを適切に調整、管理及び使用し、そのための適切な体制（薬剤の取扱いに精通し

た医師、薬剤師等、希釈の設備・器具等）をとることができる医療機関等を念頭に置い

ているものであること。 

 

○ 仮に無償配布を行った場合には、無償配布を受けた医療機関等については、「新型コロ

ナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給について」

（令和２年３月 13 日付厚生労働省医政局経済課ほか事務連絡）に基づく優先供給スキー

ムの対象外とすること。 

上述の対象の要件に該当する医療機関等においては、他の施設分の手指消毒用エタノ

ールを確保する観点から、原則として、優先供給スキームではなく、今回の無償配布に

より手指消毒用エタノールを確保することを検討されたいこと。 

 

○ 配布予定の特定アルコールは、エタノール濃度が 95vol％程度（想定している製品規

格は、「特定アルコールの使用の手引き」の参考のとおり）であることから、原則 70～

83vol％に希釈して使用することを想定していること。 

 

○ 配布の最小単位は、18L 入り一斗缶であること。 

 

○ 使用にあたっては、「特定アルコールの使用の手引き」（令和２年３月 30 日版。改訂し

た場合は最新版）を参照すること。 

 

○ 送付については運送会社による直接配送を想定していること。 

 

○ なお、実際に無償配布を行うこととなった場合には、本調査の結果をベースに配布す

ることを検討していること。 

 

以上 


